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第 ５ 章 豊かな心と文化を育むまちづくり

《 第５章 施策の体系 》

施策１ 家庭・地域教育の充実(P.83)

施策２ 学校教育の推進(P.85)

施策３ 青少年の健全育成(P.88)

施策２ 文化財と伝統芸能の継承(P.98)

施策２ 主体的な学習活動の支援(P.92)

施策３ 生涯スポーツの推進(P.94)

第１節 子ども達への教育の充実と健全育成の推進(P.83)

第２節 生涯学習・スポーツの推進(P.90)

第３節 芸術・文化の振興と歴史資産の継承(P.96) 施策１ 芸術・文化の振興(P.96)

施策１ 生涯学習の条件整備(P.90)

第５章 豊かな心と文化を育むまちづくり(P.82)
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第１節 子ども達への教育の充実と健全育成の推進

１．家庭・地域教育の充実

《 現状と課題 》

子どもの生活の基盤である家庭における教育は重要ですが、少子化、核家族化が進む状況

においては、子育て家庭が孤立しやすく、地域の支援が不可欠となっています。

本市では、市立保育所 8箇所において、「保育所家庭教育学級」を実施するなど、学びの機

会の提供に努めるほか、市内 3 地域では「乳幼児教室」を開催し、保護者同士の交流や親子

のふれあいの機会を提供しています。

保護者の幼児教育への関心は高いことから、今後も保育所や関係団体との連携を図りなが

ら、講座内容やスタッフの充実を図ると同時に、家庭や地域における教育の場の充実を図る

必要があります。

また、本市では、家庭や地域、保育所、その他関係団体との連携を図りながら、家庭教育

を支援するため、平成 16 年に市子育て支援ネットワーク協議会を発足し、ネットワ－クづく

りを進めてきました。今後も、地域の様々な主体が連携しながら、子育てを支援するととも

に、その担い手の育成を図ります。

《 施策の方針 》

多様化する教育・保育ニ－ズや地域性を踏まえ、関係機関と連携しながら、保護者が子育

てについて学ぶ機会を拡充するとともに、放課後子ども教室や関係機関のネットワークの強

化に努め、教育的観点から地域全体で子育てを支援する体制の強化に努めます。また、「放課

後子ども総合プラン」に基づき、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教

室の整備等に努めます。

《 施策の体系 》

施策１ 家庭・地域教育の充実

（１）家庭教育の推進〈施 策〉

（２）地域教育の推進

〈施策の展開〉
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〈施策の展開〉

１. 家庭・地域教育の充実

項 目 施策の内容 主担当

（１）
家庭教育の

推進

●乳幼児学級などにおける指導体制の充実を図るとともに、

保育所家庭教育学級を拡充し、しつけや遊びなどをはじめ

とした保護者の学習機会の提供に努めます。

●保護者や祖父母などを対象にした家庭教育学級や講座な

どの充実を図ります。

家庭教育

（２）
地域教育の

推進

●親子で参加できる遊びの機会などを通じて、地域での交流

促進を図ります。

●子育てサポーターなどの育成を図るとともに、子育ての経

験者の知恵や経験などを活用した家庭教育の支援に努め

ます。

●子育てサークルの育成に努めるとともに、子育て支援に関

わる自主的な活動を支援し、保護者の交流の機会を拡充し

ます。

●放課後子ども教室や学校コラボレーター事業の充実に努

めます。

●「放課後子ども総合プラン」に基づき、一体型を中心とし

た放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整

備等に努めます。

家庭教育

児童福祉

《 数値目標 》

家庭教育学級参加人数

【Ｈ25: 4,710 人 ⇒ Ｈ31: 4,800 人】

一体型を中心とした放課後児童クラブ及

び放課後子ども教室数

【Ｈ25: 0 箇所 ⇒ Ｈ31: 5 箇所】



85

２．学校教育の推進

《 現状と課題 》

全国的に少子高齢化や都市化・過疎化の進展、核家族化による家族形態の変化、ライフス

タイルの多様化などを背景に、子どもと地域とのつながりの希薄化が懸念されており、親と

子や教員と児童生徒、子ども同士の関係や、親・教員以外の大人との触れあいが重要となっ

てきています。

国では、学校週 5 日制の導入以降、学校、家庭、地域社会が相互に連携し、土曜日や日曜

日を活用しながら、子どもたちが社会体験や自然体験など様々な活動を経験し、自ら学び自

ら考える力や豊かな人間性などの「生きる力」を育てていく方針が打ち出されました。

本市では、旧耐震基準で建設された各小中学校施設の耐震化を平成 24 年に全て完了すると

ともに、学校施設のトイレのバリアフリー化・多目的トイレの整備、安心安全な給食を提供

するため設備の更新など、様々な教育環境の整備を行ってきました。

現在、市内の小学校は 9校で児童数は 1,398 人、中学校は 3 校で生徒数は 849 人（平成 26

年 5 月 1 日現在）となっています。児童生徒が減少傾向の地域もあり、今後も小中学校適正

規模基本方針を踏まえながら、「学校施設整備計画」を策定し教育環境の整備を図るとともに、

「市教育振興基本計画」に基づき教育内容の充実や指導体制の強化に努めます。

《 施策の方針 》

小・中学校を一貫して『分かる授業・心にひびく教育』をキーワードに、特色ある学校づ

くりを推進します。そのため、学ぶ意味や喜びを味わえる学習づくり、児童生徒のよさを生

み出す環境づくり、信頼に満ちた安心、安全な学校づくりを具現するための事業を推進しま

す。

《 施策の体系 》

施策２ 学校教育の推進

（１）学習指導方法の工夫改善の推進

〈施 策〉

（２）ふるさとの伝統や地域性を活かし
た特色ある教育活動の充実

（３）学校間連携事業の充実

（４）教育センター機能の充実と改革

（５）学校整備の推進

〈施策の展開〉

（６）学校適正規模化の推進

（７）快適な学習環境整備の推進

（８）読書活動の充実と情報教育の推進

（９）学校保健の充実と食育の推進

（10）学校サポート体制の充実

（11）緊急事態への態勢強化を推進
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〈施策の展開〉

２. 学校教育の推進

項 目 施策の内容 主担当

（１）

学習指導方

法の工夫改

善の推進

●基礎学力の向上と自己表現力の育成を図ります。

●基礎学力を付ける授業と問題解決の力を付ける授業など

目的を明確にした授業への改善を図ります。

●全教職員の授業や活動を参観し、具体的に助言しながら

個々の教職員の授業力・生徒指導力等の資質向上に努めま

す。

●市内の人事交流を盛んにし、学校の活性化と教職員のキャ

リアアップを図ります。

学校教育

（２）

ふるさとの

伝統や地域

性を活かし

た特色ある

教育活動の

充実

●地域の自然や伝統、市内の各種施設、校区内外の人材を活

用するなど「ふるさとに学ぶ提案型体験活動」を一層推進

します。

●ふるさと宿泊体験プログラムの共同開発や充実を図りま

す。

●学校の様々な教育活動が効果的かつ安全に実施できるよ

う地域の方々や保護者、学校評議員等の連携を図り、学校

づくりを進めて行きます。

●学校コラボレーター会員による学習支援活動をより一層

拡大・充実します。

学校教育

（３）
学校間連携

事業の充実

●市小学生陸上記録会を通し、児童の体力や運動能力向上を

めざします。また、市中学校総合体育大会を実施し、技能

向上と他校との交流を図ります。

●文集「やまびこ」を活用して、表現活動や読書活動等の学

習活動の充実を図ります。また、絵画や書写の展示会、市

音楽会を開催し市民に広く紹介します。

学校教育

（４）

教育センタ

ー機能の充

実と改革

●力のある教師を育てるために教育センターの研修機能を

強化し、教育課題への対応力や教職員の資質向上のための

研修や教職員のニーズを満たす講座の充実を図ります。

●教職員が積極的に活用できるよう備品や情報等の環境整

備を充実します。

●専門の教育相談体制を充実させ、学校や適用指導教室に通

学できない児童生徒の対応強化に努めます。

学校教育

（５）
学校整備の

推進

●天井材、照明機器、収納棚などの非構造部材の耐震化を図

ります。

●施設の大規模改修に合わせ、児童生徒のふれあう場所を中

心として木質化への取組を進めます。

●学校施設が非常災害時の応急避難場所として、必要な機能

が発揮できるよう多目的トイレの設置や防災備蓄倉庫な

どの整備を図ります。

学校教育
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〈施策の展開〉

２. 学校教育の推進

項 目 施策の内容 主担当

（６）
学校適正規

模化の推進

●学校適正規模基本方針及び推進計画に基づいて、複式学級

解消のため学校統合の準備を進めます。
学校教育

（７）

快適な学習

環境整備の

推進

●学校環境の改善のため普通教室にエアコンの設置を検討

します。

●未整備の小学校のトイレを乾式化・洋式化へ移行を進めま

す。

●障がい者に優しい施設環境の整備を進めます。

学校教育

（８）

読書活動の

充実と情報

教育の推進

●全小中学校に読書指導員を配置し、学習・情報センター機

能を充実し、地域住民やＰＴＡも活用できるよう環境整備

を推進します。

●最新の視聴覚教材や教育機器を計画的に整備し、授業での

ICT 活用を推進します。

学校教育

（９）

学校保健の

充実と食育

の推進

●歯と口腔の健康づくりを更に推進し、12 歳児のＤＭＦＴ指

数全国トップをめざします。

●山県ふるさと食材を活かす献立を工夫し、地産地消を一層

推進します。

●全ての学校に単独調理場と専用ランチルームを併設して

いる学校給食の提供方式を継続し、より安全で安心な調理

場を整備して行きます。

学校教育

（10）

学校サポー

ト体制の充

実

●学校規模や実情に応じて学習支援員や教育サポーターを

配置して、児童生徒の学業等を支援します。

●不登校児童生徒の出現率減少をめざし、より効果的に教育

相談員及び生活相談員を配置します。

学校教育

（11）

緊急事態へ

の態勢強化

を推進

●児童生徒の安全な登下校のため、「あんしんネット」登録

率の向上に努めます。

●幼保・小中学校・高校との連携を一層深め情報交換や課題

等の研修を充実させます。

●いじめの実情に応じて具体的な取組や対応、評価について

検討する委員会の体制整備や保護者と関係機関との連携

強化を図ります。

学校教育

《 数値目標 》

多目的トイレ設置箇所数
【Ｈ26: 30 箇所 ⇒ Ｈ31: 32 箇所】

防災備蓄倉庫設置箇所数
【Ｈ26: 0 箇所 ⇒ Ｈ31: 2 箇所】

学校給食の地場産物使用割合
【Ｈ25: 25.7% ⇒ Ｈ31: 30.0％】

あんしんネット登録率
【Ｈ26: 96% ⇒ Ｈ31: 100％】

12 歳児一人平均むし歯指数（DMFT 指数）
【Ｈ25: 0.08 本 ⇒ Ｈ31: 0 本】

市費学習支援員等の人数
【Ｈ26: 132 人に 1 名 ⇒

Ｈ31: 100 人に 1名】（児童生徒数当たり）

小学生陸上記録会参加率
【過去平均：33％ ⇒ Ｈ31: 50％】

不登校児童生徒の出現率
【Ｈ25：0.6％ ⇒ Ｈ31: 0.5％】
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３．青少年の健全育成

《 現状と課題 》

青少年は、家庭や学校はもとより、地域との関わりや社会体験、スポーツなどの様々な経

験を通じ、人間性豊かな社会性を身に付けた大人へと成長します。

近年、青少年に関わる事件・事故や、スマートフォン・インターネットを介する犯罪やい

じめなども大きな社会問題となっており、地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組むことが

より一層必要となっています。

本市では、市青少年育成市民会議において、「少年の主張大会」「市長と語る会」「青少年育

成推進大会」「街頭啓発」などの事業を主催し、青少年の健全育成に向けた活動を積極的に推

進してきました。

また、市内の各地域においても、青少年

と地域住民の交流事業が実施されていま

すが、今後も地域や関係団体の連携を深め

ながら、地域活動への参加機会の提供や、

安全で活発に活動できる居場所の確保な

ど、地域との連携を密にした活動を推進す

ることが必要です。

平成 26年 11 月には市ＰＴＡ連合会・市

青少年育成市民会議連名で「携帯電話やス

マートフォン等の安心・安全な利用について」の宣言を行い、いじめやトラブル等から子ど

もたちを守るために、家庭・地域・学校が一丸となって対策を推進します。

《 施策の方針 》

青少年問題の持つ重要性を鑑み、国や県の施策を踏まえたうえで、地域の理解と協力を得

ながら、地域の宝である青少年の健全育成を図り、次代を担う人づくりに努めます。

《 施策の体系 》
〈施策の展開〉

施策３ 青少年の健全育成

〈施 策〉
（１）青少年健全育成推進体制の充実

（３）青少年の健全育成環境の充実

（２）青少年組織の育成と活動の促進

青少年育成推進
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〈施策の展開〉

３. 青少年の健全育成

項 目 施策の内容 主担当

（１）

青少年健全

育成推進体

制の充実

●家庭・学校･地域が連携を図り、青少年健全育成のための

推進体制や活動方針の確立に努めます。

●青少年育成市民会議の活動を充実するとともに、子ども会

やスポーツ少年団などとの連携を強化します。

青少年

教育

（２）

青少年組織

の育成と活

動の促進

●子ども会やスポーツ少年団などの活動を促進するととも

に、活動内容の充実などの主体的な取組を支援します。

●青少年健全育成を支援する組織や団体に対する支援を行

います。

青少年

教育

（３）

青少年の健

全育成環境

の充実

●公民館や学校施設などを活用しながら、青少年が安全で主

体的に活動できる居場所の確保に努めます。

●青少年に対して自然体験などの活動や様々な交流の機会

を提供し、適切な判断力を身に付ける契機づくりに努めま

す。

青少年

教育

《 数値目標 》

少年の主張大会来場者数

【Ｈ25: 170 人 ⇒ Ｈ31: 200 人】

青少年育成推進大会来場者数

【Ｈ25: 180 人 ⇒ Ｈ31: 200 人】
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第２節 生涯学習・スポーツの推進

１．生涯学習の条件整備

《 現状と課題 》

市民一人ひとりが自由に学ぶことができ、自らの成長や自己実現を図るとともに、学習活

動を通じて生きがいや人とのつながりを育み、その成果を地域などに還元することは、地域

の活性化にもつながります。

本市では生涯学習活動の主な拠点となる中央公民館（3 館）と地区公民館（12 館）を中心

に、市民による主体的な学習活動が展開されています。生涯学習の推進にあたっては、関係

機関や地域との連携を図りながら、中央公民館を中心とした生涯学習の方針や年間計画の検

討などを行ってきました。地区公民館では地域に即した行事を取り入れ、市民との協働によ

る地域づくりと地域の特色を生かした事業の展開に取り組んでいます。

しかし、過疎化や少子高齢化、市民ニーズの多様化が進行する中、公民館の機能の分担・

統合や講座のあり方など、効果的かつ効率的な管理・運営を図る必要が生じています。

《 施策の方針 》

生涯学習施設の充実を図るとともに、生涯学習の指導者の育成・確保に努めます。また、

市民ニーズを踏まえながら、地域との協働により生涯学習を通じたまちづくりや人づくりに

努めるとともに、効果的かつ効率的な生涯学習施設の管理・運営を図ります。

《 施策の体系 》

施策１ 生涯学習の条件整備

（１）生涯学習推進体制の整備〈施 策〉

（２）学習施設の機能強化

〈施策の展開〉
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〈施策の展開〉

１. 生涯学習の条件整備

項 目 施策の内容 主担当

（１）

生涯学習推

進体制の整

備

●生涯学習リーダーや指導者の育成・確保を進めるととも

に、生涯学習リーダーバンクの充実に努めます。

●教育機関や関係団体との連携を強化し、市民が生涯学習の

成果を活用できる場や機会の拡充に努めます。

生涯学習

（２）
学習施設の

機能強化

●公民館の位置づけや機能の検討を進めるとともに、市民の

学習ニーズに対応できる施設・設備の充実に努めます。
生涯学習

《 数値目標 》

公民館利用者

【Ｈ25: 90,314 人 ⇒ Ｈ31: 100,000 人】

リーダーバンク登録者数

【Ｈ25: 262 人 ⇒ Ｈ31: 300 人】
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２．主体的な学習活動の支援

《 現状と課題 》

社会状況やライフスタイルが大きく変化する中、生涯学習活動は、自己実現のみならず、

地域の活性化、高齢者の社会参加、青少年の健全育成等、地域にとって大変重要なものとな

っています。

本市の公民館等における生涯学習活動は、現在、26 講座、189 サークルが自主的に運営さ

れています。また、「生涯学習ガイド」を発行し、講座やサークルの紹介を行っています。更

に、広報紙や有線テレビなどを活用した情報の提供に努めてきました。しかし、講座やサー

クルの参加者は年々高年齢化しており、女性が多く男性が少ないといった状況もみられてい

ます。

今後、過疎・高齢化が進む中で、市民ニーズを重視しながら、運営の見直しや、市民ニー

ズを踏まえた講座内容の充実を図る必要があります。

《 施策の方針 》

多様な情報媒体の活用により生涯学習情報の提供を充実し、市民の生涯学習への関心や参

加意欲の向上に努めます。また、地域づくりにつながる活動や生活に密着した学びの場等の

特色ある講座を提供し、学習サークルなど市民の自発的な学習活動を支援します。

《 施策の体系 》

施策２ 主体的な学習活動の支援

（１）サークル活動等への支援〈施 策〉

（２）学習機会の拡充

〈施策の展開〉
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〈施策の展開〉

２. 主体的な学習活動の支援

項 目 施策の内容 主担当

（１）

サークル活

動等への支

援

●講座・教室の修了者などを対象に、主体的なサークル活動

や自主的な教室運営などを支援します。また、今後も 3 年

間の講座終了時には、サークルとして長く活動ができるよ

う支援します。

生涯学習

（２）
学習機会の

拡充

●市民ニーズを踏まえ、講座・教室の見直しや内容の充実に

努めます。利用者からの要望に応え、毎年新しい講座を計

画し、ニーズを大切にしながら、趣味趣向だけでなく生活

に密着した講座・教室をコーディネートし、学習内容の充

実を図ります。

生涯学習

《 数値目標 》

公民館講座数

【Ｈ25: 26 件 ⇒ Ｈ31: 35 件】

サークル数

【Ｈ25: 189 件 ⇒ Ｈ31: 200 件】
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３．生涯スポーツの推進

《 現状と課題 》

生涯スポーツは、市民の健康や体力の維持・増進、更には市民の親睦や交流を深め、豊か

な地域社会を形成するために、重要な役割を担うものです。

近年では、高齢者の介護予防や健康づくり、障がい者の社会参加、青少年の健全育成など

多様な面において、スポーツや体力づくりの重要性が高まっていることから、今後も、関係

団体との連携を図りながら、計画的な指導者の育成・確保に努めるとともに、誰もが気軽に

実践できる運動プログラムの整備などが必要です。

本市では、多様化する市民ニーズに対し、より効果的・効率的に対応するため、平成 20年

度から一部地域のスポーツ施設に指定管理者制度を導入しています。民間能力の活用により、

住民サービスの向上と経費の節減に努めた結果、利用者数も増加しており、引き続きサービ

ス向上と効率的な運営に努めながら、利用環境の充実を図ることが求められています。

また、本市は総合型地域スポーツクラブを展開し、市民が希望するスポーツ活動に積極的

に参加できる環境を整備しているほか、各種軽スポーツ大会を積極的に開催しています。

今後も、体育協会やスポーツ少年団・スポーツクラブが中心となり、指導者の育成派遣な

どを通じて、生涯スポーツの推進や競技スポーツの発展に努めていくことが必要です。

《 施策の方針 》

スポーツや体力づくりの重要性や楽しさについての周知を図り、市民への普及に努めます。

また、誰もが気軽に実践できる運動プログラムの整備や、指導者の育成・確保を図り、スポ

ーツに親しむことのできる環境づくりを進めます。

また、健康スポーツ推進の一環として、競技用施設を除き使用料の無料化を行い、健康寿

命を高める環境づくりを図ります。

《 施策の体系 》

施策３ 生涯スポーツの推進

（１）スポーツ・レクリエーション環境の充実〈施 策〉

（２）スポーツ・レクリエーション機会の拡充

〈施策の展開〉



95

〈施策の展開〉

３. 生涯スポーツの推進

項 目 施策の内容 主担当

（１）

スポーツ・

レクリエー

ション環境

の充実

●市民の健康増進や施設の利用促進及び有効利用をめざし、

競技用施設を除き使用料の無料化を実施します。

●総合運動場をはじめ、市内の体育施設の効率的な管理・運

営に努め、有効活用を促進します。

●利用者ニーズなどを踏まえ、総合運動場等の体育施設の充

実を図ります。

●スポーツ・レクリエーションの指導者やリーダーの確保に

努めます。

生涯

スポーツ

（２）

スポーツ・

レクリエー

ション機会

の拡充

●社会体育施設に指定管理者制度を導入し、サービス向上に

努めます。

●「総合型地域スポーツクラブ補助金」によりスポーツ教室

等を開催し、内容の充実を図ります。

●体育協会などの関係機関と連携を図りながら、幅広い年齢

層が参加できるスポーツ企画の充実を図るとともにウォ

ーキングイベントなどの開催により、健康な生活習慣につ

いての普及・啓発活動を推進します。

●自然環境を活かし、レクリエーションの場や機会の確保を

進めるとともに、サイクリング・ウォーキングロードの活

用促進に努めます。

生涯

スポーツ

《 数値目標 》

やまがたウォーキングイベント（年２回）

【Ｈ25: 37 人（年１回）⇒ Ｈ31: 150 人】

市ラジオ体操・みんなの体操会

【Ｈ25: 1,300 人 ⇒ Ｈ31: 1,400 人】

社会体育施設利用者数

【Ｈ25: 231,075 人 ⇒ Ｈ31: 240,000 人】
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第３節 芸術・文化の振興と歴史資産の継承

１．芸術・文化の振興

《 現状と課題 》

経済的な発展と社会的基盤の整備が急速に進められ、人々の暮らしが豊かになった反面、

先人から受け継がれてきた大切な文化を次代に引き継いでいくことが難しくなりつつありま

す。文化芸術振興基本法の基本理念に即して、将来にわたって市民が文化的な生活を送るこ

とができるよう、多様な文化芸術に触れ、活動できる機会を提供していく必要があります。

本市では、図書館を中心に、「歴史民俗資料館」「美術館」「花咲きホール」「古田紹欽記念

館」を含む一帯を文化ゾーンと位置づけ、多様な文化事業を推進しています。

「花咲きホール」では、乳幼児から優れた芸術文化に触れる機会を提供する「0 歳からの

コンサート」や市民参加の演劇を開催しているほか、市民主体の芸術文化活動を育成、支援

しています。また、学校や保育園などを対象にしたアウトリーチ事業を積極的に展開してい

ます。そのほか、「歴史民俗資料館」では、資料の収集と公開と活用、「美術館」では、市民

の作品展や優れた芸術作品の展示、「古田紹欽記念館」では、日本文化や地域文化の紹介や情

報発信をはじめ市民茶会を実施するなど、それぞれの施設の特長を活かしながら一体的な活

用を図っています。今後も、市民一人ひとりの文化的資質の向上につながる多様な文化事業

を積極的に展開していく必要があります。

図書館では、蔵書検索や貸出予約などをインターネットで行えるようにする図書 Web 公開

システムを整備するなど、利用者サービスの充実に努めてきました。今後も、重要な生涯学

習拠点の一つとして、市民に愛され、役に立つ魅力ある図書館づくりを推進していく必要が

あります。更に、子どもの読書活動の推進に関する法律のもと、図書館を中心に学校、家庭、

地域が連携した子どもの読書推進に一層努めていく必要があります。

《 施策の方針 》

乳幼児から高齢者まで、誰もが文化芸術に親しむことができる機会を提供するとともに、

市民の主体的な文化芸術活動を促進し、文化の香り高いまちづくりに寄与します。また、文

化施設それぞれにおける機能の強化と充実を図り、施設相互の連携のもとに相乗効果を生み

出すとともに有効利用につなげ、市民にとって魅力ある文化活動拠点づくりに努めます。

また、図書館においては、図書資料の充実をはじめ、学校・地域･家庭との連携のもと、子

どもの読書活動の推進に一層努めるとともに、歴史民俗資料館、美術館を併設する複合施設

の利点を活かし、学習の場、憩いの場として、市民に役立つ魅力ある施設運営をめざします。

《 施策の体系 》

（１）図書館利用の促進

（２）文化施設の充実

〈施策の展開〉

（３）芸術・文化活動の促進

施策１ 芸術・文化の振興

〈施 策〉
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〈施策の展開〉

１. 芸術・文化の振興

項 目 施策の内容 主担当

（１）
図書館利用

の促進

●図書館ホームページや図書館情報システムの活用により、

図書館利用者の自発的な学習活動の促進に努めます。

●図書館を中心に、学校、家庭、地域が連携し、子どもの読

書推進に努めます。

●魅力ある図書館をめざし、幅広い分野の図書資料の収集に

努め、蔵書の充実を図ります。

●読み聞かせボランティア等による絵本等の読み聞かせを

推進するとともに、親子等を対象とした物作り講座など楽

しいイベントを開催し、図書館利用を促進します。

芸術・文化

（２）
文化施設の

充実

●市民の文化芸術活動の拠点となる文化施設の機能の維

持・充実に努め、市民に親しまれ、利用しやすい文化施設

の運営を図ります。

芸術・文化

（３）
芸術・文化

活動の促進

●文化の里花咲きホール、古田紹欽記念館において、市民の

文化芸術の鑑賞機会や参加による文化創造の機会を拡充

します。

●利用促進を図るための文化情報の発信機能を強化します。

●歴史民俗資料館を核として、民俗資料の収集整理及び公

開、活用を図ります。

●美術館の活用を促進するため、企画展や市民作品展等を実

施し、周知のための広報を推進します

芸術・文化

《 数値目標 》

図書館貸出冊数

【Ｈ25: 143,201 冊 ⇒ Ｈ31: 150,000 冊】

古田紹欽記念館 来館者数

【Ｈ25: 6,206 人 ⇒ Ｈ31: 6,300 人】

花咲きホール稼働率

【Ｈ25: 71.38％ ⇒ Ｈ31: 75％】
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２．文化財と伝統芸能の継承

《 現状と課題 》

本市には国・県・市指定文化財計 85 件をはじめ、古くからの伝統や文化遺産が数多く所在

しています。しかし、経済的な発展と社会的基盤の整備が急速に進められ、人々の暮らしが

豊かになった結果、先人が築き、親から子、そして孫へと連綿と守り、語り継がれてきた文

化財や伝統芸能の大切さを見失いがちになっており、このままでは後世に継承していくこと

が難しくなっています。

本市では、文化財の調査や保存のための支援、体制の整備に加え、ホームページや広報紙

等を活用した広報や情報提供を行い、継承・活用を促進する環境づくりに取り組んでいます。

また、市重要無形民俗文化財伝承活用事業実行委員会において、シンポジウム・舞台公演会

を行い、歴史上・芸術上価値の高い文化財を広く周知するとともに、公演を機とした各団体

の活性化にも努めてきました。今後も生涯学習など様々な機会を活用しながら、市民への一

層の周知を図る必要があります。

地域の伝統芸能等については、担い手の不足や伝承者の高齢化などの問題を抱えており、

後継者の育成に向けた環境の整備が課題となっています。

本市では、市民団体との連携により歴史・文化の調査研究を行っていますが、このような

連携を一層強化し、市民を巻き込んだ文化財の保護・活用のためのネットワークづくりに努

めていくことが必要です。

《 施策の方針 》

文化財の調査・研究の推進や市民への文化財情報の積極的な提供に努めるとともに、文化

財の保存と活用に取り組む文化財保護団体等への支援と連携の強化に努めます。また、地域

の伝統芸能や伝統行事の継承と振興を図るため、保存団体が行う後継者育成や公開の充実に

向けた取組を支援するとともに、郷土の美しい自然や豊かな歴史的風土の中で培われた貴重

な文化財を次代に確実に引き継ぐための、文化財を活用した教育普及活動に努めます。

《 施策の体系 》

施策２ 文化財と伝統芸能の継承

（１）文化遺産の保護〈施 策〉

（２）文化遺産の継承と活用

〈施策の展開〉

市重要無形民俗文化財舞台公演会写真 白山神社拝殿修復工事写真
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〈施策の展開〉

２. 文化財と伝統芸能の継承

項 目 施策の内容 主担当

（１）
文化遺産の

保護

●遺跡の発掘や文化財の調査体制の充実を図り、文化遺産に

ついての調査データ（図面、歴史資料、聞き取り調査記録、

写真、映像記録等）を整備し、学術的評価を明確にすると

ともに、その保護に努めます。

●国・県・市指定有形文化財の修理・修繕の必要が生じた際

には補助金を交付し、文化財の保存と活用を図ります。

文化財

（２）
文化遺産の

継承と活用

●無形民俗文化財等の保存活動を支援し、小中学校の学習活

動に取り入れるなど、生涯学習の機会を活用し、伝統行事

や郷土芸能の継承に努めます。

●文化遺産の調査成果の公表や活用により、市民の理解や関

心を高めます。

●市民による保護・活用のためのネットワークづくりを促進

し、文化遺産をまちづくりに活かし継承に努めます。

文化財

《 数値目標 》

市重要無形民俗文化財舞台公演会来場者数

【Ｈ25: 300 人 ⇒ Ｈ31: 315 人】

歴史関係出前講座実施回数

【Ｈ25: 5 回 ⇒ Ｈ31: 10 回】
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第 ６ 章 新しい未来を創るまちづくり

《 第６章 施策の体系 》

施策２ 男女共同参画社会の推進(P.103)

施策３ 広報・広聴の推進(P.105)

施策１ コミュニティ活動の促進(P.107)

施策２ 市民活動の充実(P.109)

施策３ 多様な交流の推進(P.111)

施策１ 行政運営の充実(P.113)

施策２ 健全な財政運営の推進(P.115)

施策３ 広域行政の推進(P.117)

第３節 効率的で質の高い行政運営の推進(P.113)

第１節 市民参加の基礎づくり(P.101)

第２節 市民参加・交流の促進(P.107)

施策１ 人権・同和施策の推進(P.101)

第６章 新しい未来を創るまちづくり(P.100)
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第１節 市民参加の基礎づくり

１．人権・同和施策の推進

《 現状と課題 》

国際化の進展に伴い、人種、民族、宗教をめぐる差別など人権問題は地球規模での対応が

進められており、国の「人権教育のための国連 10 年国内行動計画」「人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律」などを踏まえた各種の対応が必要となっています。

本市では「市人権施策の推進指針」を策定し、「市人権教育・啓発推進協議会」を中心に、

社会教育の「社会人権教育推進協議会」、学校教育の「学校人権教育推進委員会」がそれぞれ

事業を展開し、相互の連携により人権・同和教育を進めています。

近年、児童虐待や高齢者虐待、DV（ドメスティック・バイオレンス）などのほか、障がい

や疾病などにかかる様々な差別や偏見が問題となっていることから、更に関係機関との連携

を図り、実態把握や啓発活動を進める必要があります。

また、多様化する人権問題への正しい理解と認識を深め、人権感覚を磨くことは、学校教

育において非常に大切な課題のひとつです。

本市の各学校では、人権教育の全体計画を策定するとともに、全ての教育活動を通じ、人

権教育を意識した活動の推進や、同和問題、人権問題に関する研修会の開催など、児童生徒

の教育に努めています。今後は、教育活動を通じて人権尊重の精神がみなぎる学校、地域を

めざし『心にひびく教育』を一層推進する必要があります。

《 施策の方針 》

人権・同和についての総合的な教育・啓発を推進し、家庭や学校、地域、職場での人権尊

重の理念の普及・定着に努めるとともに、差別事象の発見と被害の防止に努めます。また、

児童虐待や高齢者虐待、DV 等については、関係機関との連携を図りながら、早期発見と防止、

被害者の保護に努めます。

学校においては、その他関係機関と連携を図りながら、学校教育や社会教育での人権・同

和教育を推進します。

《 施策の体系 》

〈施策の展開〉

施策１ 人権・同和施策の推進

〈施 策〉
（１）人権尊重に向けた啓発の推進

（３）DV や虐待の防止及び被害者の保護

（２）権利擁護の強化
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〈施策の展開〉

１. 人権・同和施策の推進

項 目 施策の内容 主担当

（１）

人権尊重に

向けた啓発

の推進

●人権についての講演会や、花咲きホールのイベント開催時

に合わせた人権啓発展の開催など、地域に密着した人権啓

発活動を行い、家庭や学校、地域、職場での人権尊重の理

念の普及・定着に努めます。

●「障害者の権利に関する条約」に基づき、関係機関との連

携を図り、障がい者への合理的配慮の提供に努めます。

●教育関係者を対象に人権同和問題に関する研修会を実施

します。

●市内各小中学校（12 校）において、人権教育全体計画を策

定して取組を進めるとともに、学校・家庭・地域等連携し

た啓発活動等に努めます。

社会人権

人権

学校教育

（２）
権利擁護の

強化

●人権擁護委員などとの連携により、学校教育や社会教育、

隣保館活動などを通じて、同和問題の解消・人権問題に関

する啓発活動を進めるほか、相談事業や関係機関との情報

交換を通じて、差別事情の把握と解消を図ります。

社会人権

人権

（３）

DVや虐待の

防止及び被

害者の保護

●DV（ドメスティック・バイオレンス）や児童虐待などにつ

いては、児童虐待防止法、障害者虐待防止法、高齢者虐待

防止法の各法律に基づき、関係機関との連携を図り、早期

発見と防止、被害者の保護に努めます。

学校教育

社会福祉

《 数値目標 》

市人権教育講演会

【Ｈ25: 170 人 ⇒ Ｈ31: 250 人】



103

２．男女共同参画社会の推進

《 現状と課題 》

少子高齢化、家族や地域社会の変化、ライフスタイルの多様化、国際化や情報化など、社

会環境が著しく変化している中で、男女がお互いの人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性

別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会を築いていくことが求

められています。

国においては平成 22 年に「第 3 次男女共同参画基本計画」が、県においても平成 26 年に

「岐阜県男女共同参画計画（第 3 次）」が策定され、男女共同参画の各種取組が進められてい

ます。

本市では、「第 2 次市男女共同参画プラン」を平成 24 年に策定し、関連施策の推進に努め

てきました。しかし、男女共同参画意識については高まりがみられるものの、実生活におい

ては、根強い男女の固定的な役割分担意識があり、家事、育児、介護の負担、雇用、男性中

心の各種組織のあり方など多くの課題があります。

そこで、平成 26 年には、「市男女共同参画推進条例」を制定し、男女がそれぞれの個性と

能力を発揮できる社会の実現をめざしています。なお、近年ではワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の必要性がうたわれており、多様なライフスタイルや働き方に応じた

各種支援活動の検討が必要となっています。

《 施策の方針 》

男女共同参画社会の実現に向けた意識づくりに努めるとともに、地域づくり・まちづくり

においても、男女共同参画を推進し、男女一人ひとりが個性と能力を発揮できる、活力ある

まちづくりを推進します。また、ワーク・ライフ・バランスを支援する施策の充実を図りま

す。

《 施策の体系 》

施策２ 男女共同参画社会の推進

（１）男女共同参画意識の啓発〈施 策〉

（２）男女共同参画の条件整備

〈施策の展開〉
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〈施策の展開〉

２. 男女共同参画社会の推進

項 目 施策の内容 主担当

（１）

男女共同参

画意識の啓

発

●男女共同参画の意識啓発について、学校教育や社会教育な

ど様々な機会を通じて情報を発信し、男女共同教育を推進

します。

総合企画

（２）

男女共同参

画の条件整

備

●「第 2次市男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画

社会の形成に向けて、総合的、計画的に取り組みます。

●審議会や委員会などへの女性の参画を推進すると同時に、

女性の参加しやすい条件整備を図ります。

●関係機関との連携を図りながら、女性の社会参加や自立を

支援するため、ワーク・ライフ・バランスなどの情報提供

の充実を図ります。

総合企画

《 数値目標 》

女性委員等の登用率

【Ｈ26: 32.5％ ⇒ Ｈ31: 35.0％】

延長保育の利用者数

【Ｈ25: 156 人 ⇒ Ｈ31: 200 人】

放課後児童クラブ利用者数

【Ｈ25: 165 人 ⇒ Ｈ31: 133 人】

女性消防団員数

【Ｈ25: 4 人 ⇒ Ｈ31: 10 人】
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3.7%

13.6%

22.5%
55.4%

4.8%

見ていますか
毎日

月に数回、必要なとき

年に数回、必要なとき

見たことがない

無回答

３．広報・広聴の推進

《 現状と課題 》

地方分権社会においては、まちづくりの主役である市民が「自ら考え自ら行動する」こと

が重要であることから、政策形成過程における積極的な情報公開や意見の収集機会を拡大し、

市民・地域と行政との協働によるまちづくりを進めていく必要があります。

広聴活動では、パブリックコメントの実施や計画策定段階における市民参加、各自治会の

意見・要望などの把握に努めているほか、市民座談会や出前講座などを活用し、市民のニー

ズの把握に努めています。今後も、まちづくりの課題やテーマに応じて、市民が意見交換で

きる機会の拡充とともに、情報公開条例や個人情報保護条例に基づき、プライバシー保護に

配慮した行政の透明性の確保に努めていきます。

また、近年、パソコンやスマートフォンの普及により、動画や SNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）、アプリなどを活用した新しい広報活動が注目されるようになってい

ます。平成 25 年度に実施したアンケートの結果では、広報紙は約 9割の市民が読んでいます

が、ホームページは約 6 割の市民が見たことがない状況となっており、市民のニーズを踏ま

えた掲載内容の充実が課題となっています。

《 施策の方針 》

市民が必要とする市政に関する情報を、様々な媒体を通じてわかりやすく提供するほか、

内容の充実を図ることで市政への関心を高めます。その際には、個人情報の保護に配慮しな

がら、積極的な情報公開や意見収集に努めます。

《 施策の体系 》
〈施策の展開〉

施策３ 広報・広聴の推進

〈施 策〉

（１）広報活動の充実

（３）情報公開の充実

（２）公聴活動の充実

【広報紙について】 【ホームページについて】
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〈施策の展開〉

３. 広報・広聴の推進

項 目 施策の内容 主担当

（１）
広報活動の

充実

●広報紙、広報番組、ホームページ、SNS 等多様なメディア

を使い分け、市民が必要とする市政に関する情報をわかり

やすく提供します。

広報

（２）
広聴活動の

充実

●各種委員会や審議会、説明会、パブリックコメント等の機

会を活用し、政策などについての広聴活動を推進し、市民

の要望や提言の把握に努めます。

●ホームページを閲覧した市民が、ホームページ上で意見や

質問を送信できるように努めます。

広報

（３）
情報公開の

充実

●情報公開制度や個人情報保護制度に対応した情報管理に

努めます。
情報化

《 数値目標 》

広報紙閲覧率

【Ｈ25: 87.8％ ⇒ Ｈ31: 90％】

市民座談会

【Ｈ25: 202 人 ⇒ Ｈ31: 400 人】

ホームページ閲覧率

【Ｈ25: 39.8％ ⇒ Ｈ31: 50％】
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第２節 市民参加・交流の促進

１．コミュニティ活動の促進

《 現状と課題 》

コミュニティ活動は市民の暮らしを支える重要な役割を担っており、核家族化や少子・高

齢化が進む中で、地域福祉や生活安全などの様々な分野で効果が期待されています。特に今

後、増加が予想されるシニア層を中心に、より多くの市民がコミュニティ活動に参加し、市

民主体のまちづくりがより一層進むよう、各種団体への情報提供や支援の充実、市民活動拠

点施設の整備などが必要となります。

本市では、現在、コミュニティ活動は自治会組織を中心に行われており、その連合組織で

ある自治会連合会は各コミュニティと行政とのパイプ役として重要な役割を果たしています。

自治会連合会と行政は様々な機会を活用して相互交流を図っており、今後も引き続き相互交

流活動を促進します。

一方で、自治会への加入や活動に参加する人は減少傾向にあります。自治会において加入

促進や活動への参加の呼び掛けを行っていますが、増加は難しい状況にあるため、地域の自

主性に配慮しながら、地域コミュニティと行政との役割分担などを検討し、安心していきい

きと暮らせる地域づくりに向けて、コミュニティ活動を促進することが必要です。

《 施策の方針 》

公民館など、コミュニティ活動の拠点についての計画的な整備を進めます。また、自治会

活動を促進するとともに、市民ニーズに対応したテーマ別活動を推進するなど、地域に密着

した様々なコミュニティ活動を支援し、地域力の向上に努めます。

《 施策の体系 》

施策１ コミュニティ活動の促進

（１）コミュニティ活動の条件整備〈施 策〉

（２）コミュニティ活動の促進

〈施策の展開〉
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〈施策の展開〉

１. コミュニティ活動の促進

項 目 施策の内容 主担当

（１）

コミュニテ

ィ活動の条

件整備

●コミュニティ施設の改修・整備を支援すると同時に、バリ

アフリー化などの促進に努めます。

●宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必

要な備品や集会施設の整備等に助成を行い、地域のコミュ

ニティ活動の充実・強化を図ります。

防災・防犯

地域

活性化

（２）

コミュニテ

ィ活動の促

進

●自治会事業への支援を通じて、自治会の自主的な活動を促

進し、地域住民による主体的なまちづくりの機運の醸成を

図ります。

●福祉や学習・スポーツ、環境美化または市外との交流など、

様々な分野やテーマにおけるコミュニティ活動を支援し

ます。

地域

活性化

《 数値目標 》

自治総合センター コミュニティ助成事業申請件数

【Ｈ25: 2 件 ⇒Ｈ31: 15 件（累計）】
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２．市民活動の充実

《 現状と課題 》

地方自治体の財政状況は厳しさが増す一方、地方分権が更に進展し、市民ニーズも多様化

するなか、市民のまちづくりへの参加に対する必要性が高まっており、市民と行政がともに

役割を担い合う、協働型のまちづくりが期待されています。

本市においても、各種審議会や委員会等での市民公募等に取り組んでいますが、更に、市

民が地域に愛着と誇りを持って、自発的に参加することができる機会の提供や、市民主体の

まちづくり活動の支援を充実する必要があります。

また、各種団体や自治会、大学、企業等、様々な主体と協働・連携する活動においても、

市民の参画を促進し、知的・人的・物的資源の地域への還元を図る必要があります。

《 施策の方針 》

市民のまちづくりへの参画意識の醸成に努めるとともに、協働型のまちづくりを推進する

ための施策を研究し、参加機会の拡充に努めます。

《 施策の体系 》

施策２ 市民活動の充実 （１）協働型まちづくり体制の確立

〈施 策〉 〈施策の展開〉
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〈施策の展開〉

２. 市民活動の充実

項 目 施策の内容 主担当

（１）

協働型まち

づくり体制

の確立

●各種審議会や委員会等での市民公募を促進し、市民の意

見・提言を反映する機会を拡充します。

●アンケート調査やインターネットを活用し、市民からまち

づくりの課題や提言を公募し、市民活動を支援する仕組み

の構築に反映します。

●地域での特色あるまちづくり活動への支援を充実するほ

か、市民や民間、行政が協働でまちづくりに取り組むこと

ができる手法の研究に努めます。

●特定非営利活動法人（NPO 法人）などが進める高齢者の生

きがいづくりや、地域資源の開発などのまちづくり活動の

支援に努めます。

広報

地域

活性化

《 数値目標 》

市民公募件数

【Ｈ25: 13 人⇒ Ｈ31: 20 人】
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３．多様な交流の推進

《 現状と課題 》

国際化がますます進み、人・物・情報の行き来が地球的規模で拡大するなか、諸外国との

交流や相互理解の促進が重要となっています。地域における交流では、異文化・諸外国との

相互理解を一層促進するともに、地域の特性を明確にし、魅力ある地域づくりにつなげてい

くことも必要です。

本市では、語学や異文化を学ぶ機会を提供し、国際感覚を備えた人材を育成するため、小

中学校において外国語指導助手（ALT）による語学教育を推進していますが、国際交流に対す

る意識の一層の向上に努める必要があります。

また、国外から日本への旅行者が増加傾向にあり、国をあげて外国人観光客の受入体制の

整備が進められています。現在、市のホームページやパンフレットは外国語表記がなく、外

国人への対応が課題となっています。

《 施策の方針 》

市民の国際理解についての学習機会を拡充するとともに、地域の交流資源などを活用した

多様な交流機会の創出に努め、国内外との市民主体の国際交流を推進します。多様な民族が

互いの文化や考え方を尊重するとともに、安心して快適に暮らすことができる多文化共生社

会の実現をめざしていきます。

また、市内外を問わず、イベントや物産展などで市の PR を行い交流人口の増加をめざしま

す。

《 施策の体系 》
〈施策の展開〉

施策３ 多様な交流の推進

〈施 策〉
（１）国際理解の推進

（３）受入体制の整備と多文化共生社会
の実現

（２）国内外との交流の推進
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〈施策の展開〉

３. 多様な交流の推進

項 目 施策の内容 主担当

（１）
国際理解の

推進

●市内在住の外国人やその他関係団体などの協力を得なが

ら、学校教育や生涯学習において異文化についての学習機

会を拡充します。

●市内小中学校に外国語指導助手（ALT）及び学習支援員（英

語指導助手）を配置します。

国際教育

学校教育

（２）
国内外との

交流の推進

●姉妹都市フローレンス市への青少年海外派遣事業を継続

するとともに、国際交流員を受入れ、交流を図ります。

●市外で行われているイベントや物産展等にて PR を兼ねた

特産品の販売等を行って交流に努めます。

国際交流

観光

（３）

受入体制の

整備と多文

化共生社会

の実現

●市ホストファミリーの会を中心に、外国からの派遣団の受

入を進めます。

●市を紹介する観光パンフレットや主要な観光・交流施設な

どの案内表示を外国語表記するよう努めます。

国際交流

観光

《 数値目標 》

ホストファミリー会員数
【Ｈ25: 15 人 ⇒ Ｈ31: 20 人】

外国語表記案内施設数
【Ｈ25: ０施設 ⇒ Ｈ31: ２施設】
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第３節 効率的で質の高い行政運営の推進

１．行政運営の充実

《 現状と課題 》

少子高齢化への対応や地方分権の進展、市民ニーズの多様化などを背景に、行政ニーズは

複雑化し、行政の対応する領域も拡大してきています。そのため、本市では組織・機構の見

直しや職員研修の充実、事務事業の見直し等を進めてきましたが、今後もニーズに即応した

サービスの提供が必要となります。特に、市民の利便性に配慮し、利用者のニーズを踏まえ

た機能分担を図り、迅速で的確な対応に努めます。更に、スマートフォンや世界的なソーシ

ャルメディアの普及を背景に、素早く効率的に行政サービスを提供するための「情報インフ

ラ」として、SNS を活用したサービスの充実も必要です。

本市では、平成 24 年から事業仕分けを実施し、効率的な行政運営を推進するとともに、事

業に対する行政の説明の徹底、行政への市民参画促進及び職員の更なる意識改革に取り組ん

でいます。また、地域社会の発展と人材育成に寄与することを目的に、多様な分野で包括的

に連携・協力するため、「岐阜女子大学」との包括協定を結びました。

今後は、窓口業務の円滑な運営や、各種専門研修などを通じた職員の能力の向上により、

市民の利便性の向上のための、効率的で満足度の高い窓口サービスをめざすことが必要です。

一方で、財政状況は依然厳しい状況にあることから、行政評価などの活用によるマネジメ

ント機能の強化を図るとともに、職員研修による政策形成能力の向上や職員配置の適正化な

どに努め、成果を重視した効率的な行政運営を推進することが求められています。

《 施策の方針 》

市民ニーズの多様化などを背景に、行政ニーズが複雑化していることから、市民の利便性

の向上をめざし、職員研修による政策形成能力の向上に努めるとともに、職員配置の適正化

等により窓口サービスの維持向上に努めます。また、大学等との連携や事業者との協働につ

いても検討していきます。

《 施策の体系 》

施策１ 行政運営の充実

〈施 策〉

〈施策の展開〉

（１）市民サービスの向上

（３）職員の資質向上と人事管理の充実

（２）行政組織の機能強化
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〈施策の展開〉

１. 行政運営の充実

項 目 施策の内容 主担当

（１）
市民サービ

スの向上

●市民ニーズを踏まえ、行政機能を適宜見直すとともに、機

能に応じた人員配置に努めます。また、手続きの簡素化や

職員の総合的な相談対応力を強化し、窓口サービスの向上

を進め、市民に親しみやすい市役所づくりに努めます。

●市民ニーズを踏まえ、窓口サービスの維持向上のため、毎

月 25 日（休祝日の場合は翌開庁日）に窓口業務を午後 9

時まで延長します。

●年度末最終日曜日及び年度始め第一日曜日を休日窓口と

して午前 9 時から午後 5時まで、また、毎月第 2日曜日午

前 9 時から正午まで開設し、利用者の利便性向上を図りま

す。

●マイナンバー制度の利用業務拡大に努めます。

行政一般

戸籍

（２）
行政組織の

機能強化

●地方分権の進展による行政事務の増大などの動向を見据

え、必要に応じて組織・機構等を見直します。

●事務事業などの成果の明確化及び効率性や透明性の確保

のため、行政評価などを進めていきます。

●複雑で多様な行政課題への、横断的で柔軟な対応を図り、

行政各部門間の連携・調整機能を強化し、情報の共有化を

図ります。

●手続きの簡素化や職員の総合的な相談対応力を強化しま

す。

行政一般

（３）

職員の資質

向上と人事

管理の充実

●自治大学校をはじめ、職員の研修機会を拡充し、政策形成

能力や専門的な能力の向上に努めるとともに、他自治体等

との人事交流により、職場内での活性化に努めます。

●「定員適正化計画」に基づく効率的な人事管理を進めると

ともに、人事評価制度の充実を図ります。

●職員の健康管理を充実し、疾病などによる職務の停滞の防

止及び業務効率の向上に努めます。

●初級、中級研修専門分野の研修への参加により、知識の習

得を図り、また、接遇研修等への参加により、おもてなし

の心で接客することに努めます。

人事

《 数値目標 》

夜間窓口利用者数

【Ｈ25: 1,202 件 ⇒ Ｈ31: 1,000 件】

休日窓口利用者数（年度末・年度始めを含む）

【Ｈ25: 89 件 ⇒ Ｈ31: 700 件】

広域相互発行市町数

【Ｈ25: 22 市町 ⇒ Ｈ31: 25 市町村】
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２．健全な財政運営の推進

《 現状と課題 》

高齢化や人口減少、景気低迷や国・県の財政状況の悪化などにより、市税や補助金等が減

少しており、本市の財政状況はきわめて厳しい状況にあります。そのため、効果的な制度や

事業の活用を図るとともに、民間活力の活用や市民と行政との協働を推進し、更なる経費削

減に努め、財政の安定性や健全性を維持・確保しなければなりません。

また、公共施設等の更新時期を迎えるなか、全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、

更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するととも

に、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。

本市では、町村合併後「新市まちづくり計画」に基づき、合併特例債をはじめとする有利

な地方債を活用して公共施設の整備を積極的に進めてきたため、平成22年度決算以降、実質

公債費比率が18％を超える「起債許可団体」となっており、中長期的視点による適正かつ計

画的な財政運営が必要となっています。

税の収納率向上対策としては、平成21年度からエルタックス（地方税の電子化）及び毎月

開設している夜間・休日相談窓口の設置、並びに平成23年度からコンビニエンスストアによ

る市税（普通徴収に限る市県民税、固定資産税、軽自動車税）の収納を実施しています。今

後も納付機会の拡大について検討し、口座振替の推進などにより市民の利便性の向上を図り、

市税の収納率の増加に努め、自主財源の確保に取り組む必要があります。

《 施策の方針 》

費用対効果を踏まえた事業採択や投資の厳選化、コスト管理の徹底を図るとともに、行政

改革と歳出・歳入一体改革を継続し、最小の経費で最大の効果が得られるよう健全な財政運

営を行うとともに、早い段階で実質公債費比率を 18％以下にするようにします。また、市税

納付機会の拡大を検討し、自主財源の確保に努めます。

《 施策の体系 》

施策２ 健全な財政運営の推進

〈施 策〉

〈施策の展開〉

（１）計画的で効率的な財政運用

（３）自主財源の確保

（２）経費節減と受益者負担の適正化
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〈施策の展開〉

２. 健全な財政運営の推進

項 目 施策の内容 主担当

（１）

計画的で効

率的な財政

運用

●総合計画や各種計画と連動した予算編成を徹底し、事業の

実現性を客観的・総合的に判断した予算編成を行います。

●行政活動の成果を明確な基準で評価する行政評価の導入

を検討します。

●効率的で透明性の高い行政運営を推進するほか、成果など

も考慮した枠配分方式による予算編成を検討します。

●新公会計制度による財務諸表の分析を基にした中期財政

計画に基づき、財政の透明性を高めるとともに、財政収支

の明確な見通しのもと、早期に「起債許可団体」を脱する

など計画的な財政運営を行います。また、財政運用の指針

を明確にし、合目的で投資効果の高い財政運用に努めま

す。

●公共施設等全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、

更新・統廃合・長寿命化等を計画的に推進します。

財政

公有財産

（２）

経費節減と

受益者負担

の適正化

●公共施設の指定管理者制度を促進し、効率的な維持管理体

制を図ります。

●時流に即した事務事業の見直しを行う中で歳出のバラン

スを考慮し、使用料や受益者負担、補助金などの適正化や

基準の明確化に努めます。

総合企画

財政

（３）
自主財源の

確保

●税の収納率向上対策として、エルタックス（地方税の電子

化）や夜間・休日相談窓口の設置、及びコンビニエンスス

トアによる市税の収納を実施し、市税の収納率の確保に努

めます。

市税

《 数値目標 》

市税※の収納率（現年度＋過年度）

【Ｈ25: 93.78％ ⇒ Ｈ31: 93.80％】

実質公債費比率

【Ｈ25: 18.4％ ⇒ Ｈ31: 18％以下】

※市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税
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３．広域行政の推進

《 現状と課題 》

社会経済の変化や道路・交通網の整備、情報化の進展に伴い、市民の生活行動や経済活動

は一層広域化、複雑化しています。

効率的な行政運営の観点からも、本市だけでは解決できない課題や、広域的な取組によっ

て市民サービスの向上が図られる事務事業については、積極的に近隣市町との連携を進める

必要があります。また、新たな自治体の枠組みの一つとして検討されている「道州制」につ

いても、近隣市町との連携が必要です。

本市では、「岐阜地域広域圏協議会」に参加し、近隣 8 市町と相互連携していますが、更に

連携を強化し、事業の効率化や共通する行政課題への対応を図る必要があります。

また、大規模地震をはじめとする広域災害などに適切に対応するため、消防における広域

連携体制の強化が必要となっており、平成 26 年には日進市と「災害時における相互応援に関

する協定書」を締結しています。

《 施策の方針 》

様々な広域的ニーズや共通する行政課題に柔軟かつ効率的に対応するため、協議会構成市

町相互の連携強化を図ります。

《 施策の体系 》

〈施策の展開〉

３. 広域行政の推進

項 目 施策の内容 主担当

（１）
広域連携事

業の推進

●行政ニーズや地域課題などに対応して、「岐阜地域広域圏

協議会」の構成市町などとの共同事業や連携事業を推進し

ます。また、テーマに応じて、新たな地域との連携事業の

可能性を検討します。

総合企画

《 数値目標 》

施策３ 広域行政の推進 （１）広域連携事業の推進

〈施 策〉 〈施策の展開〉

地方中枢拠点都市連携協約の締結に向けたプロジェクト会議

【Ｈ26: 0 回 ⇒ Ｈ31: 4 回】
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資 料 編
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第 2 次山県市総合計画策定過程

時期 業務 内容

平成 24 年 10 月 26 日

～平成24年 12月 7日
市民意識調査の実施

対象者
市内に居住する 18 歳以上の

一般市民 2,100 名

有効回収数 528 人

回収率 25.10%

平成25年 6月17日～

平成 25年 7 月 1日
団体ヒアリング 対象者

市内の各種団体等

18 団体

平成 25年 10 月 2 日 第 1 回委員会 第２次山県市総合計画の策定について

平成 25年 10 月 7 日 第 1 回審議会

委員の委嘱

市民意識調査の結果報告について

今後のスケジュールについて

策定方針案について

平成 25年 10 月 9 日 ワークショップ 山県市の強み・魅力 弱点・欠点について

平成 26年 1 月 8日 第 2 回委員会

計画期間について

今後の人口見通しについて

基本構想素案について

平成 26年 1 月 17 日 第 2 回審議会

計画期間について

今後の人口見通しについて

基本構想素案について

平成 26年 3 月 26 日 第 3 回審議会

計画期間について

今後の人口見通しについて

基本構想素案について

平成 26年 6 月 6日 第４回審議会
人口フレームについて

基本構想素案について

平成 26年 11 月 19 日 第 3 回委員会
基本構想素案について

第１次計画の評価ついて

平成 26年 11 月 21 日 第 5 回審議会
基本構想素案について

将来像について

平成 27年 1 月 7日 第 4 回委員会
基本構想素案について

パブリックコメントの実施について

平成 27年 1 月 13 日 第 6 回審議会
基本構想素案について

基本計画について
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平成27年1月14日～

平成 27年 2 月 10 日

パブリックコメント

の実施

平成 27年 2 月 12 日 第 7 回審議会

パブリックコメントの結果について

基本計画について

中間答申について

平成 27年 2 月 13 日
平成27年第1回議会

定例会
基本構想議案上程

平成 27年 3 月 3日 第 8 回審議会 基本計画について

平成 27年 3 月 4日 第 4 回委員会 基本計画について

平成 27年 3 月 16 日 答申

平成 27年 3 月 20 日
平成27年第1回議会

定例会
基本構想議決
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山県市総合計画審議会委員名簿

１号委員 自治会連合会会長 大野 朝義

１号委員 商工会会長 古田 登（H27.2.11 まで）

１号委員 商工会会長 宇野 睦（H27.2.12 から）

１号委員 社会福祉協議会会長 丹羽 英之（会長）

１号委員 教育委員会委員 平田久美子

２号委員 議会代表（議長） 横山 哲夫（H26.6.5 まで）

２号委員 議会代表（議長） 杉山 正樹（H26.6.6 から）

２号委員 議会代表（総務産業建設委員長） 上野 欣也（H26.6.5 まで）

２号委員 議会代表（総務産業建設委員長） 吉田 茂広（H26.6.6 から）

３号委員 市民代表 大沢登美子

３号委員 市民代表 佐野恵津子

３号委員 市民代表 藤田 昌子（副会長）

３号委員 市民代表 江崎由里香

第 2 次山県市総合計画策定委員会
平成２７年３月現在

委員長 副市長 宇野 邦朗

委 員 教育長 森田 正男

議会事務局長 竹村 勇司

総務課長 関谷 英治

企画財政課長 久保田裕司

税務課長 奥田 英彦

市民環境課長 林 早笑

福祉課長 江口 弘幸

健康介護課長 中村 孝

産業課長 谷村 勝美

建設課長 長野 裕

水道課長 大西 敏彦

会計課長 遠山 治彦

伊自良支所長 高橋 幸弘

美山支所長 大西 英樹

消防長 横山 智

学校教育課長 渡辺 千俊

生涯学習課長 佐村 光
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第２次山県市総合計画策定プロジェクトチーム
平成２７年３月現在

チームリーダー 企画財政課 主幹 石神 彰

チーム員 議会事務局 主幹 林 強臣

総務課 主幹 山田 純敬

企業・起業支援室 主幹 大山 功

税務課 主幹 棚橋 輝英

市民環境課 主幹 堀 達也

福祉課 主幹 宇野 照泰

健康介護課 主幹 藤田 弘子

産業課 主幹 山田 和哉

建設課 主幹 長野 健一

水道課 主幹 大西 一也

会計課 主幹 村橋 一成

消防課 係長 服部 健吾

学校教育課 主幹 江尾 浩行

生涯教育課 主幹 山本 敏広

企画財政課 主任 梅田 寛之
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第２次山県市総合計画諮問･答申

〈諮問〉

山 企 第 ２ ９ ９ 号

平成２５年１０月７日

山県市総合計画審議会

会長 丹羽 英之 様

山県市長 林 宏優

第２次山県市総合計画の策定について（諮問）

山県市総合計画審議会条例第２条の規定により、第２次山県市総合計画について意見を求

めます。

理由

山県市は、平成１５年に合併し、平成１７年度から１０年間にわたる「第１次山県市総合

計画」を策定し、目指す将来像とその実現に向けた各種施策・事業を実施してまいりました。

この計画期間が、平成２６年度をもって終了いたします。

この間、東日本大震災や政権交代、引き続く人口減少と著しい少子高齢化に直面し、時代

に即応した行政運営が求められています。

また、新たな防災・エネルギー対策、地方分権の推進による地方自治体の自主性・自立性

の確立など、さまざまな課題に的確に対応する必要があります。

今後、行財政改革をより一層推進するとともに、本市の魅力ある地域資源と建設中の東海

環状自動車道を最大限に活用し、市民との協働を進めながら、将来にわたり持続可能なまち

づくりに取り組んでいくため、平成２７年度からの「第２次山県市総合計画」の策定に関し

て諮問し、意見を求めるものです。
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〈中間答申〉

平成２７年 ２月１２日

山県市長 林 宏 優 様

山県市総合計画審議会

会 長 丹羽 英之

第２次山県市総合計画の策定について（中間答申）

平成２５年１０月７日付け山総第２９９号で諮問のあった標記について、下記のとお

り答申（中間）します。

記

１ 審議経過

本審議会は、諮問を受けて、第２次山県市総合計画の策定について、市当局から詳

細な説明を求めるとともに、その内容についても検証しつつ、慎重に審議を行いまし

た。

２ 審議結果

第２次山県市総合計画の基本構想については、基本理念を「豊かな自然と活力ある

都市が調和した 安心で快適な住みよいまちづくり」とし、目指す将来の姿を「水と

緑を大切に 活力ある山県市」と定め、市と市民の協働より、将来にわたり持続可能

なまちづくりを進めることとし、計画期間を平成２７年度から平成３５年までの９年

間として、基本構想を別紙のとおり、策定することに委員の合意を得ました。

３ 判断理由

第１次総合計画（計画期間、平成１７～２６年度）が、終了します。

この間、東日本大震災や政権交代があり、さらに、人口減少が進み著しい少子高齢

化等、さまざまな課題に的確に対応することが求められています。

これらを踏まえ、本市の現況を見極めながら、基本構想について、慎重に審議を行

い、市民の目線で総合的に判断をしました。

４ 附帯事項

今回答申は、基本構想のみとし中間答申とします。
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〈答申〉

平成２７年３月１６日

山県市長 林 宏 優 様

山県市総合計画審議会

会 長 丹羽 英之

第２次山県市総合計画の策定について（答申）

平成２５年１０月７日付け山企第２９９号で諮問のあった標記について、下記のとお

り答申します。

記

１ 審議経過

本審議会は、諮問を受けて、第２次山県市総合計画（基本計画）の策定について、

市当局から第１次計画の執行状況等を確認しながら、詳細な説明を求めるとともに、

その内容についても検証しつつ、慎重に審議を行いました。

２ 審議結果

第２次山県市総合計画の、基本理念を「豊かな自然と活力ある都市が調和した 安

心で快適な住みよいまちづくり」とし、目指す将来の姿を「水と緑を大切に 活力あ

る山県市」と定めました。その基本構想を受け、施策の方針、施策の体系、数値目標

などを、市と市民の協働より、将来にわたり持続可能なまちづくりを的確に推進する

こととし、計画期間を平成２７年度から平成３５年までの９年間として、基本計画を

別添のとおり、策定することに委員の合意を得ました。

３ 判断理由

第１次総合計画（計画期間、平成１７～２６年度）が、終了します。

この間、東日本大震災や政権交代があり、さらに、人口減少が進み著しい少子高齢

化等、さまざまな課題に的確に対応することが求められています。

これらを踏まえ、本市の現況を見極めながら、基本構想を受け基本計画について、

慎重に審議を行い、市民の目線で総合的に判断をしました。

４ 附帯（要望）事項

①少子高齢化・人口減少への対応
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若い世代の就労・結婚・子育て環境等の支援策の充実及びや定住促進策を推進する

こと。

②保健と医療・福祉の充実

高齢者等の医療費の増大に対応するための、健康寿命の延伸策を推進すること。

③地域経済の活性化

東海環状自動車道西回りルートの全線開通並びに（仮）高富ＩＣの設置等を契機に、

新たな交通結節拠点を早期に整備し、地域経済の活性化支援策を推進すること。

④環境保全・自然共生社会の推進

よりよい自然環境と景観を保全し、次代に継承できるよう、森林、農地等の自然共

生社会の実現を推進すること。

⑤防災対策の充実

災害時における防災・減災対策などの危機管理体制の充実、関連団体の連携、地域

防災力の向上策を推進すること。

⑥実施計画・財政計画の早期策定

「豊かな自然と活力ある都市が調和した 安心で快適な住みよいまちづくり」を実

現するために、それぞれの施策の実施年度、事業量、年度毎の数値目標などを、明ら

かにする「実施計画」並びにこれらを補完する「財政計画」を早急に策定すること。

⑦計画の推進

市民・事業者・行政が連携・協働しながら、計画を効果的・効率的に推進し、行財

政運営を的確に行うこと。

⑧評価、進行管理

計画の評価検証を定期的に行い、施策の進行管理を的確に行うこと。

⑨市民に広く説明・理解

第２次総合計画を分かりやすく市民に説明し、市民理解を得ること。
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山県市総合計画審議会条例

平成 15 年 4 月 1 日

条例第 22 号

改正 平成 18 年 3 月 22 日条例第 2 号

平成 19 年 3 月 20 日条例第 3 号

平成 23 年 12 月 19 日条例第 24 号

平成 25 年 6 月 28 日条例第 24 号

(設置)

第 1 条 市長の諮問機関として、山県市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第 2 条 審議会は、市長の諮問に応じ、山県市総合計画の策定に関する事項を審議し、その

意見を答申する。

(組織)

第 3 条 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。

(委員)

第 4 条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会議員

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第 5 条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。

(会議)

第 6 条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
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3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を

聴くことができる。

(庶務)

第 7 条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第 8 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。

附 則

この条例は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 18 年 3 月 22 日条例第 2 号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 19 年 3 月 20 日条例第 3 号)

この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 23 年 12 月 19 日条例第 24 号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 6 月 28 日条例第 24 号)

この条例は、公布の日から施行する。
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第２次山県市総合計画策定組織設置要綱

（設置）

第１条 第２次山県市総合計画（以下「総合計画」という。）を策定するにあたり、第２次山県市

総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）及び第２次山県市総合計画策定プロジェクトチ

ーム（以下「プロジェクトチーム」という。）を設置する。

（委員会の掌握事務）

第２条 委員会は、プロジェクトチームで作成した総合計画原案の審議に当たる。

（委員会の組織）

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

２ 委員長は、副市長をもって充てる。

３ 委員は、教育長、本庁の課長、支所長及び消防長をもって充てる。

４ 委員長及び委員は、総合計画が策定された時には、解嘱されるものとする。

（委員長の職務及び代行）

第４条 委員長は、委員会の会務を総理する。

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画財政課長がその職務を代理

する。

（委員会の会議）

第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意

見を聴くことができる。

（プロジェクトチームの掌握事務）

第６条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を掌握する。

（１） 総合計画原案作成のための基礎研究作業

（２） 総合計画原案の作成及び調整

（プロジェクトチームの組織）

第７条 プロジェクトチームは、チームリーダー及びチーム員をもって組織する。

２ チームリーダー、チーム員は、委員長が指名する主幹、課長補佐又は係長をもって充て

る。ただし、チームリーダーが特に必要と認めた場合は、この限りではない。

３ プロジェクトチームは、必要に応じて部会を置くことができる。

４ チームリーダー及びチーム員は、総合計画が策定された時には、解嘱されるものとする。
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（チームリーダーの職務及び代行）

第８条 チームリーダーは、プロジェクトチームの会務を総理する。

２ チームリーダーに事故があるとき、又はチームリーダーが欠けたときは、あらかじめチ

ームリーダーが指名した者がその職務を代理する。

（プロジェクトチーム会の会議）

第９条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが必要があると認めたときに開催す

る。

２ 会議の議長はチームリーダーをもって充てる。

３ チームリーダーは、必要があると認めたときは、プロジェクトチーム以外の者を会議に

出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第１０条 委員会及びプロジェクトチームの庶務は、企画財政課において処理する。

（補則）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会又はプロジェクトチームの運営について必

要な事項は、委員長又はチームリーダーが別に定める。

附 則

この要綱は、平成２５年９月２０日から施行する。
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用 語 解 説

用語 説明
該当ページ

基本構想 基本計画

6 次産業化 農林水産業（1 次産業）と製造業（2 次産業）、流通・

販売業（3 次産業）がお互いに連携し合って、新たな産

業や需要（市場）を創出すること。

8 66,67

DMFT 指数 DMFT とは、一人当たりのむし歯（D）、むし歯で抜いた

歯（M）、むし歯で修復した歯（F）の合計で、集団のう

蝕経験を表す指数のこと。特に、永久歯が生えそろった

直後の 12歳（中学校 1年生）の DMFT が、世界的にう蝕

経験を評価する標準的なものさしになっている。

－ 87

DV ドメスティック・バイオレンス。親密な関係にあるパー

トナーからの暴力のこと。「暴力」の形は様々で、「身

体的」「精神的」「性的」「経済的」「社会的」など、

多面的な要素を含んでいる。

－
101

102

ICT IT（情報技術）に、コミュニケーション（通信、意思疎

通）の概念を加えたものであり、ネットワーク通信によ

り知識や情報を共有すること。

6
36,37,

87

NPO 「Non Profit Organization」または「Not for Profit

Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、

団体の構成員に対し収益を分配することを目的としな

い団体の総称のこと。

－ 110

PDCA 事業活動を、それぞれ Plan-Do-Check -Action（PDCA）

という観点から管理するフレームワークのこと。①

Plan：まず目標を設定し、それを具体的な行動計画に落

とし込む。②Do：組織構造と役割を決めて人員を配置し、

組織構成員の動機づけを図りながら、具体的な行動を指

揮・命令する。③Check：途中で成果を測定・評価する。

④Action：必要に応じて修正を加える。 一連のサイク

ルが終わったら、反省点を踏まえて再計画へのプロセス

へ入り、次期も新たな PDCA サイクルを進める。

27 －

SNS 「Social Networking Service」の略称で、インターネ

ット上で友人を紹介しあって、個人間の交流を支援する

サービスのこと。誰でも参加できるものと、友人からの

紹介がないと参加できないものがある。

6,27

105

106

113



132

用語 説明
該当ページ

基本構想 基本計画

TPP（環太平

洋戦略的経

済 連 携 協

定）

「Trans-Pacific Partnership」の略称で、環太平洋諸

国が締結を目指して交渉を行う広域的な経済連携協定

のこと。
5 66

アウトソー

シング

組織内部の業務を外部の専門業者などに委託すること。

技術やノウハウを持たない組織でも、外注することで、

専門性の高い業務や新規事業などに進出することが可

能になる。自庁で職員を育成する場合に比べ、短期間か

つ低コストで済むため、経営資源を有効活用できるとい

うメリットもある。

－ 36

アウトリー

チ事業

アウトリーチとは「外に手を伸ばす」という意味で、広

義では施設内外を問わず行われる普及活動（教育普及活

動、社会普及活動を含む）、狭義では施設外で行われる

普及活動をさす。

－ 96

アクション

プラン

「Action Plan」のことで、ある政策や企画を実施する

ための基本方針、または行動計画のこと。
－ 38

アプリ 正式にはアプリケーションと呼ばれるもので、ゲームや

メール・音楽プレイヤーといった OS 上で動くソフトウ

ェアのこと。もともとは、パソコンの世界から生み出さ

れた言葉だが、iPhone（アイフォン）やスマートフォン

（スマホ）の登場をきっかけに、アプリという略語の形

で一気に認知度が上がった。

－ 105

あんしんネ

ット

携帯電話などの登録者に、不審者情報などを知らせるサ

ービスのこと。
－ 87

いこいの広

場

閉じこもり予防事業として、市内全域の概ね 60 歳以上

の人を対象に、市内 15 会場（公民館等）にて、運動、

調理実習、作品づくり、多世代交流などを行う山県市の

施策の一つのこと。

－
7

（写真）

男の生きが

い教室

閉じこもり予防事業として、市内全域の概ね 60 歳以上

の男性を対象に、健康づくり、趣味活動、地域貢献活動

などを行う山県市の施策の一つのこと。

－
7

（写真）

温室効果ガ

ス

地球温暖化の原因となる温室効果をもたらす気体（CO2、

フロンガス、メタンガス等）の総称のこと。
5 57,58

買物弱者 流通機能や交通網の弱体化とともに、食料品等の日常の

買い物が困難な状況に置かれている人々のこと。
－ 70

かかりつけ

医

身近な地域で日常的な医療を受けたり、健康の相談等が

できたりする医師、歯科医師のこと。
－ 23

核家族 「夫婦とその未婚の子女」「夫婦のみ」「父親または母

親とその未婚の子女」のいずれかから成る家族のこと。
4

3,5,19

,

83,85,

107

学校コラボ

レーター事

業

学校と地域（家庭）が協働（コラボレート）して学校教

育の一層の充実を図るとともに、地域（家庭）の教育力

再生に寄与する事業のこと。

－ 84



用語

かんたん筋

トレ教室

閉じこもり予防事業

の人を対象に、

レーニング、ストレッチ

市の施策の一つのこと

気管挿管認

定救命士

気管挿管とは、

人に対し、肺に

為のこと。救急救命士

の救急救命士の

の特別講習を受

習での 30症例以上

救急救命士 病院などに傷病者

もとで、救急救命処置

人のこと。

グリーンツ

ーリズム

農山漁村地域において

しむ滞在型の余暇活動

グローバル 「地球規模の」「

「国境を越えて

界的規模の」という

景観行政団

体

景観法により定義

構のこと。景観法

計画を定めることが

区域では、建築

合に、設計や施工方法

どの義務が生じる

568 の地方公共団体

健康寿命 健康上の問題

きる期間のこと

健康格差 地域や社会経済状況

態の格差のこと

健康山県 21 山県市が策定する

き健康づくりを

小につなげ、市民

市を目指す。

減災 災害による被害

耕作放棄地 以前耕地であったもので

しかもこの数年

こと。

合理的配慮 募集・採用時における

等な機会の確保

めの措置や、採用後

いのある労働者

っている事情を

コミュニテ

ィ・ビジネ

ス

市民が主体となって

法により解決し

の活動の利益

とで、法人とか

社会性＋事業性

133

説明

予防事業として、市内全域の概ね 60 歳以上

、市内 15 会場（公民館等）にて、筋力ト

ストレッチ、ウォーキングなどを行う山県

つのこと。

、病気やケガで自力呼吸ができなくなった

に直接、空気を送って呼吸を助ける医療行

救急救命士がこの資格を取得するには、現在

の資格に必要な専門知識に加えて、62 時間

受け、さらに麻酔科医の指導の下に病院実

症例以上の気管挿管の成功が必要。

傷病者を搬送するまでの間に、医師の指示の

救急救命処置を行うことのできる資格をもった

において、自然、文化、人々との交流を楽

余暇活動のこと。

」「球状の」などを表す英語から来ており、

えて地球全体にかかわるさま」を表し、「世

ということ。

定義される、景観行政をつかさどる行政機

景観法に基づいた項目に該当する区域に景観

めることができる。景観計画区域に指定された

建築や建設など景観にかかわる開発を行う場

施工方法などを景観行政団体に届け出るな

じる。2013 年（平成 25年）1 月時点では、

地方公共団体が景観行政団体となっている。

問題で日常生活が制限されることなく生活で

のこと。

社会経済状況の違いによる、集団における健康状

のこと。

する健康増進計画のこと。この計画に基づ

づくりを推進し、健康寿命の延伸や健康格差を縮

市民が共に支え合い健康で幸せに暮らせる

被害をできるだけ小さくする取組のこと。

であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、

数年の間に再び耕作する考えのない土地の

における、障がいのある人とない人との均

確保の支障となっている事情を改善するた

採用後における、均等な待遇の確保や障が

労働者の有する能力の有効な発揮の支障とな

を改善するための措置のこと 。

となって、地域が抱える課題をビジネスの手

し、またコミュニティの再生を通じて、そ

利益を地域に還元するという事業の総称のこ

とか、資格を意味するのではなく、「地域性・

事業性・自立性」を伴った地域事業のこと。

該当ページ

基本構想 基本計画

－
7

（写真）

－ 24

－ 24

－ 75

－ 70

－ 46

18,25 3,5

－ 19

－ 19

6,19 25,26

8 66,67

－ 13

－ 78
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用語 説明
該当ページ

基本構想 基本計画

こんにちは

赤ちゃん訪

問事業

生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を保健師が訪問

し、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、子育

て支援に関する助言や情報提供を行うとともに、支援が

必要な家庭に対しては、適切なサービス提供につなげ

る。

－ 19

災害時要援

護者

高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において、特に

配慮を要する人のこと。
10 －

産学官連携 「産」は民間企業や NPO 等を、「学」は大学、高等専門

学校等の教育機関を、「官」は国、地方公共団体を指し、

それぞれが持っている人材・設備・研究成果等を、新た

な製品・技術の開発や、技術力の強化等の課題解決に利

用しようとすること。

27 －

自然エネル

ギー

太陽光発電や風力発電などの「再生可能エネルギー」の

うち、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量が少

なく、エネルギー源の多様化に貢献するエネルギーのこ

と。

－ 58

指定管理者

制度

公の施設の管理者について、「地方公共団体が出資して

いる法人、公共団体、公共的団体」といった条件が撤廃

され、地方公共団体の指定する会社や団体（指定管理者）

が管理を代行する制度。

－ 75

社会保障費 年金、医療、介護、雇用、生活保護等の社会保障に係る

経費のこと。
4 17

循環型社会 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものと

して提示された概念のこと。循環型社会基本法では、第

一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出

された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正

に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に

処分することが徹底されることにより実現される、「天

然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低

減された社会」としている。

5 38,59

食育 生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎と

なるものであり、様々な経験を通じて「食」に関する知

識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

することができる人間を育てること。

16
21,22,

85,87

新型インフ

ルエンザ

季節性インフルエンザと抗原性が大きく異なるインフ

ルエンザのこと。多くの人が免疫を獲得していないこと

から、急速なまん延により重大な影響を与えるおそれが

ある。

－ 20,25

新公会計制

度

平成 17年 12 月に政府の「自治体の『資産・債務』改革」

としてスタートし、平成 19 年 10 月に具体的な姿が示さ

れた制度のこと。従来から各地方自治体で作成・公表さ

れてきた「貸借対照表」などの「財務諸表」について、

「より詳細な管理と分析」を求めるとともに、「資産・

負債」の状況をより分かりやすく伝えるための「財務書

類の追加」などが盛り込まれている。

－ 116



用語

生活習慣病 不適切な食事、

喫煙、飲酒等の

こと。代表的な

患、糖尿病、高血圧

成年後見制

度

契約の締結等を

本人が誤った

合、それを取り

障がい、精神障

分な成年者を保護

生物多様性 様々な生態系が

内に様々な差異

セーフティ

ネット

経済的困窮者に

にする生活保護

総合型地域

スポーツク

ラブ

種目の多様性、

性を持ち、日常的

員である地域住民個々人

地域に根ざした

と。

ソーシャル

インクルー

ジョン

「全ての人々を

康で文化的な生活

として包み支え

多文化共生 国籍や民族などの

め合い、対等な

成員として、ともに

多目的トイ

レ

車いす使用者が

オストメイト対応

ェアなどを備えており

者、内部障がい

能としたトイレのこと

団塊の世代 第二次大戦後、

地域包括ケ

ア

団塊の世代が

要介護状態となっても

らしを、人生の

い・医療・介護

状態のこと。

地球温暖化 二酸化炭素などの

原因となって、

地産地消 国内の地域で生産

地域内において

地方分権 住民に身近な

うにするため、

しくみを変えていくこと

低炭素社会 二酸化炭素の排出量

社会のこと。

135

説明

、運動不足、ストレス過剰や休養の不足、

の生活習慣に起因すると考えられる病気の

な生活習慣病としては、脳血管疾患、心疾

高血圧、脂質異常症、肥満等がある。

を代わりに行う代理人などを選任したり、

った判断に基づいて契約を締結したりした場

り消すことができるようにするなど、知的

精神障がい、認知症等により、判断能力が不十

保護するための制度のこと。

が存在すること、並びに生物の種間及び種

差異が存在すること。

に対して、最低限の生活を続けられるよう

生活保護などの社会保障制度。

、世代や年齢の多様性、技術レベルの多様

日常的に活動の拠点となる施設を中心に、会

地域住民個々人のニーズに応じた活動を行う、

ざした自主運営型・複合スポーツクラブのこ

を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健

生活の実現につなげるよう、社会の構成員

え合う」という理念のこと。

などの異なる人々が、互いの文化的違いを認

な関係を築こうとしながら、地域社会の構

ともに生きていくこと。

が利用できる広さや手すりなどに加えて、

対応の設備、おむつ替えシート、ベビーチ

えており、車いす使用者だけでなく、高齢

がい者、子ども連れなどの多様な人が利用可

としたトイレのこと。

、昭和 22 年～24 年に生まれた世代のこと。

が 75歳以上となる 2025 年を目途に、重度な

となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮

の最後まで続けることができるよう、住ま

介護・予防・生活支援が一体的に提供される

などの温室効果ガスの大気中への蓄積が主

、地球全体の気温が上昇する現象のこと。

生産された農林水産物を、その生産された

において消費する取組のこと。

な市町村において行政サービスを行えるよ

、国の権限や財源等を地方に移し、行政の

えていくこと。

排出量を、自然が吸収できる範囲に抑えた

該当ページ

基本構想 基本計画

－
19,20,

21

－ 12

－ 51

18 －

－ 94,95

－ 12

－
111

112

－ 86

5,11 7

－ 7,8

5 57,58

－ 69,87

6,22

105

109

113

5 －
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用語 説明
該当ページ

基本構想 基本計画

デマンド型

交通

路線定期型交通と異なり、運行方式、運行ダイヤ、発着

地の様々な組み合わせによる予約型の運行形態の輸送

サービスのこと。福祉輸送（要介護者、身体障がい者等

であって公共交通機関を利用することが困難な移動制

約者を対象に、必要な介助等と連続して、又は一体とし

て行われる個別的な輸送サービス）や特定施設の送迎サ

ービス等は含まない。

－ 34

特定健診 生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とし

て、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着

目して実施する健康診査のこと。

－ 20

特定公共賃

貸住宅

「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づ

き、中堅所得者の人に優良な賃貸住宅の供給を促進する

ことを目的とした公的賃貸住宅のこと。申込みには、同

居家族などの条件のほか、世帯所得制限がある。

－ 38

内臓脂肪症

候群（メタ

ボリックシ

ン ド ロ ー

ム）

おなかのまわりの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥

満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか

2 つ以上を併せ持った状態のこと。

内臓脂肪は過剰にたまると、糖尿病や高血圧症、高脂血

症といった生活習慣病を併発しやすくなってしまう。し

かも、「血糖値がちょっと高め」「血圧がちょっと高め」

といった、まだ病気とは診断されない予備群でも、併発

することで、動脈硬化が急速に進行する。

－ 19

認知症 いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが

悪くなったりしたために、様々な障がいが起こり、生活

するうえで支障が出ている状態（およそ6か月以上継続）

のこと。

－ 7,8,21

ノーマライ

ゼーション

「社会で日々を過ごす一人の人間として、障がい者の生

活状態が、障がいのない人の生活状態と同じであること

は、障がい者の権利である。障がい者は、可能な限り同

じ条件のもとに置かれるべきであり、そのような状況を

実現するための生活条件の改善が必要である」とする考

え方のこと。

－ 12

ハザードマ

ップ

自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化し

たもののこと。予測される災害の発生地点、被害の拡大

範囲及び被害程度、さらには避難経路、避難場所などの

情報が既存の地図上に図示されている。

－ 25

パブリシテ

ィ

PR の一種で、プレスリリース（報道機関に向けた情報の

提供・告知・発表）やインタビューへの応対などを通じ

て、メディアに対する報道として、自らに関する内容を

取り上げてもらおうとする活動のこと。

－ 75

パブリック

コメント

市町村が計画等を制定するにあたって、事前に計画等の

案を示し、その案について広く市民等から意見や情報を

募集する制度のこと。

－
105

106
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用語 説明
該当ページ

基本構想 基本計画

ピアカウン

セリング

仲間同志によるカウンセリングのこと。ピアカウンセリ

ングの目指すものは、障がい者の自立生活を援助してい

くもので、そのために障がい者が自己を受容し、自己信

頼に満ち、困難に立ち向かっていけるよう、精神面のサ

ポートをしたり自立生活上で必要な情報、社会資源の提

供なども行う。何よりも大切とされていることは、相談

する人もカウンセラーとなる人も、対等な関係であると

いうことである。

－ 12

東日本大震

災

平成23年 3月 11日に三陸沖で発生したマグニチュード

9.0 の「平成 23年東北地方太平洋沖地震」のこと。この

地震による災害及びこれに伴う原子力発電所事故によ

る災害も含む。

2,5,6
17,25,

57

ビデオ喉頭

鏡認定救命

士

最新鋭のビデオ喉頭鏡（先端に小さなカメラが付いた内

視鏡の一種）を使って心肺停止の患者に人工呼吸の気管

内チューブを挿入できる救急救命士のこと。なお、現場

では無線や携帯電話を活用して直接医師とオンライン

で接続し、具体的指示を得て特定行為は行われる（オン

ラインメディカルコントロール）。

－ 24

フ ァ ミ リ

ー・サポー

ト・センタ

ー

仕事と育児の両立を支援するため、育児サービスを受け

たい利用会員と育児サービスを提供できる会員による

有償の相互援助組織のこと。
－ 4

福祉有償運

送

タクシー等の公共交通機関によっては、要介護者、身体

障がい者等に対する十分な輸送サービスが確保できな

いと認められる場合に、NPO、公益法人、社会福祉法人

等が、実費の範囲内で、営利と認められない範囲の対価

によって、乗車定員 11人未満の自家用自動車を使用し、

会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービス

をいう。この福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長

等の登録を受ける必要がある。

－ 34

ブロードバ

ンド

広帯域という意味で、送受信できるデータ量が多い接続

サービスなどのこと。 ADSL 接続サービス（利用中のア

ナログ電話回線を使用して高速通信を可能にするイン

ターネット接続サービス）や FTTH 接続サービス（光フ

ァイバを直接家まで引き込む形でのインターネット接

続サービス）などがある。

－ 36

まち美化パ

ートナー

道路、河川、公園などの公共空間の環境美化活動をボラ

ンティアで行う団体、個人に対して、必要な支援を行い

市民と行政が協働して、新しい環境づくりを推進するこ

とを目的として実施してる山県市の施策の一つのこと。

－ 48

民生委員・

児童委員

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地

域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要

な援助を行い、社会福祉の増進に努める人々のこと。「児

童委員」を兼ねている。

－

12,14,

15,16,

18
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用語 説明
該当ページ

基本構想 基本計画

無縁社会 一人暮らし世帯の増加や雇用形態の変化、人々の価値

観・ライフスタイルの変化などから、家族、地域、会社

などにおける人と人との絆が失われ、孤立する人が増え

る社会のこと。このような社会では、孤独死や虐待など

の様々な問題が生じるおそれがあるとされている。

4 －

メンタルヘ

ルス

「心の健康」の意のこと。心が健康であると、身体・知

性・情緒などが良く調和して、環境に適応でき、周りの

人と折り合うことができる。さらに、自分が幸福である

と感じ、仕事に対しても自分の能力を発揮することがで

き、能率的な生活ができる。企業などの職場でのストレ

スが心の健康に影響すると、個人の健康はもとより、企

業側にとっても、休職や生産性低下によるコスト増につ

ながることも期待される。

－ 21

薬剤投与認

定救命士

静脈路確保ができた傷病者に対して、アドレナリンとい

う強力な強心剤投与が行える資格を持った救急救命士

のこと。薬剤投与を行うには、地域メディカルコントロ

ールの認定を受ける必要がある。なお、現場では無線や

携帯電話を活用して直接医師とオンラインで接続し、具

体的指示を得て特定行為は行われる（オンラインメディ

カルコントロール）。

－ 24

山県市高齢

者福祉計画

山県市が策定する、高齢者施策の推進や介護保険事業運

営の基本となる計画のこと。平成 27 年度から 3 箇年の

計画で、以後、3 年ごとに策定していく。

－ 7

ユニバーサ

ルデザイン

高齢者や障がいのある人のみならず、可能な限りすべて

の人を対象として想定し、「どこでも、誰でも、自由に、

使いやすく」デザインすること。

－ 11,12

ユビキタス

社会

生活や社会の至る所にコンピューターが存在し、人間が

いつでもどこでもコンピューターにアクセスできる社

会のこと。総務省「情報通信白書（平成 16 年版）」で、

「『いつでも、どこでも、何でも、誰でもアクセスが可

能』なネットワーク環境」を、ユビキタス社会として定

義付けしている。ユビキタスを実現するツールとして

は、IC タグ（電波を受けて働く小型の電子装置の 1 つ）

や情報家電、センサーや通信機などの情報機器がある。

－ 36

リニア中央

新幹線

リニア中央新幹線は、東京都から甲府市附近、赤石山脈

(南アルプス)中南部、名古屋市附近、奈良市附近を経由

し、大阪市までの約 438km を、我が国独自の技術である

超電導リニアによって結ぶ新たな新幹線のこと。平成 37

年（2025 年）に、首都圏～中京圏で営業運転を開始する

予定。

5 76

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンス

仕事と生活の調和のこと。老若男女誰もが、仕事、家庭

生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動につ

いて、自ら希望するバランスで生活を展開できる状態の

こと。

－
80,81,

104
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